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 ① 一定以上の所得がある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が1割から2割になります。 

  【対象者】 
   ・収入が年金のみの場合は年収280万円以上の方 

     ・年金収入以外がある場合は合計所得金額が160万円以上の方 

   ※ただし、同一世帯の65歳以上の方の所得が低い場合などは１割負担になることが 

    あります 

   ※65歳未満の方及び市区町村民税を課税されていない方は対象外です 

 ② 食費・部屋代の負担軽減を受けられる方が、非課税世帯の中の預貯金等の少ない方に 

 限定されます。 
      ・非課税世帯とは世帯全員が市区町村民税を課税されていない方です 

    ・預貯金等の額により軽減対象外となります 

    ・配偶者が市区町村民税を課税されている場合には、世帯が分かれていても対象外に 

   なります 

 ③ 世帯内に現役世代並の所得がある高齢者がいる場合、月々の負担の上限が 

37,200円から44,400円になります。 
    ・市区町村民税の課税所得145万円以上の方がいる場合に対象になります 

     ・この水準に該当しても、同一世帯内に65歳以上の方がおられる場合は申請により 

   37,200円になります 

 ④ 特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する課税世帯の方等は、室料相当額を 

負担していただきます。 
      ・食費、部屋代の負担軽減を受けていない方が対象になります 

     ・具体的な相部屋代のご負担額は、各施設にお問い合わせください 

                                                    

                                                ご不明な点は各市区町村の介護保険担当窓口にお尋ね下さい。 
 

今年の７月からケアポート益城で施設長として勤務している星野です。出身は群馬ですが、昨年８月ま

で約２０年間、天草で療養型病院や老人保健施設で働いていました。その後１０ヶ月間、精神科病院で

認知症の方の診療を学んできました。至らない点も多いですが、よろしくお願いいたします。 

熊本市は大都市にしては緑が多くてすみやすい所ですが、とりわけケアポート益城周辺はとても静かで、

空気もよく、療養には最適の環境だと実感している所です。 

ケアポート益城は建てられてから２０年になるそうですが、外観も居室も目立った痛みもなく快適に過ご

すことができます。外壁も一昨年に塗り替えたそうでメンテナンスもきちんとされているようですね。 

初めて入所される方、ご家族の方にはいろいろ不安なこと、心配なことがあると思います。入所中に心配

の種をひとつひとつ潰していき、体の動きも良くなって、退所されるときはみなさん笑顔で玄関を出て行

けるような施設をめざして、永田理事長、職員の皆さんと力を合わせて頑張っていく所存です。よろしく

お願いいたします。  

                                                               施設長   星野 清志 

平成27年8月1日より介護費用が変わります 


